
 

建築物環境配慮指針 

 
広島市告示第２８２号 
平成２１年６月３０日 

 
広島市地球温暖化防止等の推進に関する条例（平成２１年広島市条例第３１号。以下「条例」とい

う。）第２１条第１項の規定により、建築物環境配慮指針を次のとおり定め、平成２２年４月１日か

ら施行する。 
 

                                広島市長 秋葉 忠利 

 
１ 建築物に係る環境への配慮に関して講ずべき措置 

建築物の新築等をしようとする者は、当該建築物について、環境への負荷の低減及び環境品質の

向上を図るため、次に掲げる措置を実施するものとする。 

⑴ 建築物の環境負荷低減 

ア エネルギー使用の合理化 

(ｱ) 建物の熱負荷抑制 

(ｲ) 自然エネルギーの有効利用 

(ｳ) 設備システムの高効率化 

(ｴ) エネルギーの効率的運用 

イ 資源・建築材料の適正な利用 

(ｱ) 水資源の保護 
(ｲ) 非再生性資源の使用量削減 
(ｳ) 汚染物質含有材料の使用回避 

ウ 敷地外環境の保全 

(ｱ) 地球温暖化への配慮 

(ｲ) 地域環境への配慮 

(ｳ) 周辺環境への配慮 

⑵ 建築物の環境品質向上 

ア 室内環境品質の向上 

(ｱ) 音環境の向上 

(ｲ) 温熱環境の向上 

(ｳ) 光・視環境の向上 
(ｴ) 空気質環境の向上 

イ サービス性能の向上 

(ｱ) 機能性の向上 

(ｲ) 耐用性・信頼性の向上 

(ｳ) 対応性・更新性の向上 

ウ 室外環境（敷地内）品質の向上 



(ｱ) 生物環境の保全と創出 

(ｲ) まちなみ・景観への配慮 

(ｳ) 地域性・アメニティへの配慮 

 

２ 評価方法 

上記に示す講ずべき措置に関する評価は、ＣＡＳＢＥＥ広島（広島市建築環境総合性能評価シス

テム）を用いて行うものとする。 

ただし、仮設建築物、壁を有しない建築物、自動車車庫その他これらに類する建築物で、ＣＡＳ

ＢＥＥ広島で評価することが適切でないと市長が認めたときは、他の方法によることができる。 

 

３ 建築物環境計画書の提出等 

⑴ 建築物環境計画書の提出 

条例第２２条第１項又は条例第２５条第１項の規定による建築物環境計画書の提出は、所定の

様式に付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、内外仕上表及び環境性能の評価を行

う上で根拠となる数値や仕様等の内容が分かる図書を添えて行わなければならない。 
ただし、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７５条第１項

の規定に基づく建築物に係る届出の添付資料で確認できる図書については省略することができ

る。 
⑵ 建築物環境計画書の変更の届出 

条例第２２条第２項（第２５条第２項において準用する場合を含む。）の規定による建築物環

境計画書の変更の届出は、所定の様式に⑴で提出した図書のうち変更箇所を明示した図書を添え

て行わなければならない。 


